
業務継続計画（BCP）概要 

訪問看護ステーション アスエイド 埼玉県川越市旭町 3-20-12 管理者：石澤明日香 

■ １．目的 

感染症の流行や自然災害等の非常事態発生時においても、利用者への訪問看護を可能な限り継続し、

早期に通常体制へ復旧するための計画を定める。 

■ ２．適用範囲 

感染症（パンデミックを含む）、自然災害（地震・洪水・台風等）、その他大規模な事業継続困難事

態。 

■ ３．体制・責任者 

・統括責任者：石澤明日香（管理者） 全体指揮・関係機関への連絡 

・看護部門責任者：治郎丸志乃（看護師） 訪問の優先順位決定・スタッフ調整 

・記録・連絡担当：君成田早江（看護師） 情報収集・記録・職員連絡 

・リハビリ部門責任者：君成田弘八（OT） リハ訪問調整・代替対応 

■ ４．優先度の高い業務 

・医療依存度の高い利用者（人工呼吸器・ドレーン・点滴管理等）への訪問 

・ターミナル期・重症者への対応 

・緊急対応（24 時間対応体制の維持） 

■ ５．人員不足時の対応 

・他ステーション・系列事業所との応援協定の活用 

・訪問頻度の一時的な調整（主治医・ケアマネジャーへ報告・相談） 

・優先順位に基づく訪問の再編・集約化 

■ ６．資源の確保・連絡体制 

・個人防護具・衛生物品の備蓄（最低１か月分を目安） 

・電子カルテ・記録システムのバックアップ体制を整備する 

・非常時の連絡は事前作成の緊急連絡網・ICT（メール・チャット等）を活用する 

■ ７．研修・訓練・見直し 

年１回以上、BCP 訓練（シミュレーション等）を実施し記録する。本計画は年１回以上見直しを行

い、訓練結果・法令改正を踏まえて改定する。 


